
プレミアム会員入会契約書 

 
           （以下「甲」という）と、株式会社ＫＲＳ（以下「乙」という）は、

下記の通りプレミアム会員入会基本契約を締結する。 
 
 
第１条 本契約は下記に定めるものとする。 

 
第２条 契約詳細は別添「施設利用約款」の定めるところとする 
 
第３条 会員期間は、平成   年   月   日から平成   年   月   日までと

し、期間満了の一ヵ月前までに甲、乙両者の異議の申し出がない時は更に一年間延長し、

以後同様とする。 
 
第４条 初回の入会金・年会費は契約締結時、二年目からの年会費は延長時に支払うものとする。 

 
第５条 本契約について定めの無い事項や疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものと 

する。 
 
 
本契約を証するため、甲乙は本契約書本契約書二通を作成し、双方記名押印の上各一通を保有す

るものとする。 
 
 

平成   年   月   日 
 

甲）買主    住所            
 

氏名                     印 
 
 

乙）売主    住所        
  

 氏名                      印 


